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(57)【要約】
本発明は、身体パラメータ用センサモジュールに関し、スポーツ中、動作中及び休憩中の
ユーザの行動についての情報を送信、受信及び格納するための方法に関する。上記情報は
様々な生体識別センサ、GPSチップ、ジャイロメータ及びその他と、位置、速度、動作及
び、少なくとも１つの状態又は状態変化を測定するその他の装置（測定装置）の少なくと
も１つから判定される。当該情報は次いで、測定装置に接続された少なくとも１つの無線
チップによって送信される。複数の測定装置は互いにネットワーク接続されず又は互いに
接続されない。しかし、送信は、それぞれの装置及び無線チップと測定装置とから１以上
のサーバへ（好適にはモバイルインターネット、電話データリンク又は他の無線リンクに
よって）直接実行される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体パラメータを測定するためのセンサモジュールにおいて、
　少なくとも１つのパラメータを測定して対応するセンサデータを生成する少なくとも１
つのセンサと、
　前記センサに接続及び適合されて、前記センサデータを前記センサから取得し、それを
遠隔サーバへ直接送信する送信モジュールと、
　を含むセンサモジュール。
【請求項２】
　請求項１に記載のセンサモジュールにおいて、ユーザの身体上で運ばれるよう設計され
、及び／又は、スポーツ装置若しくはスポーツ機器に組み込まれるように若しくは動物に
取り付けられるように適合された、センサモジュール。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のセンサモジュールにおいて、前記遠隔サーバ又は任意の他のソ
ースからの情報を受信又は処理することができない、センサモジュール。
【請求項４】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記送信モジュ
ールは更に、ユーザのユーザ識別子を前記遠隔サーバへ送信する、センサモジュール。
【請求項５】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記少なくとも
１つのセンサは、ECGセンサ、血圧センサ、血糖センサ、SpO2センサ、加速度センサ、位
置センサ及び体温計を含む群から選択される、センサモジュール。
【請求項６】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記送信モジュ
ールは、少なくとも１つのモバイル通信標準を用いるよう適合され、前記センサデータを
前記遠隔サーバへ送信し、前記モバイル通信標準は好適には、公衆無線ネットワーク標準
、地域モバイルネットワーク標準、GSM、GPRS、Edge　UMTS、HSDPA、HSPA+、LTE及びLTE
　advancedを含む群から選択される、センサデータ。
【請求項７】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記送信モジュ
ールは片方向の送信システムである、センサモジュール。
【請求項８】
　請求項７に記載のセンサモジュールにおいて、情報を送信するためだけに設計され、ク
エリ又は命令を受信するように設計されない、センサモジュール。
【請求項９】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記送信モジュ
ールは少なくとも１つの短距離無線周波数を用いるよう適合され、前記短距離無線周波数
は好適には、Bluetooth、IEEE802.11及びIEEE802.11a、ac、ad、b、g、h又はnを含む群か
ら選択される通信標準に対応する、センサモジュール。
【請求項１０】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、
　電力を前記送信モジュール及び前記センサへ供給する電池と、
　前記電池の電力が非常に弱く前記送信モジュールへ十分な電力を供給できないときに前
記センサデータを格納するように適合されるメモリモジュールと、
　を更に含むセンサモジュール。
【請求項１１】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記サーバへ送
信される前記測定されたデータは更に、少なくとも１人のユーザにつき、装置識別子、個
人識別子、及び／又は、時刻識別子を含む、センサモジュール。
【請求項１２】
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　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、
　無線リンク及び／又は電力供給における短時間の故障があるときに、前記データ用の暫
定ストレージを提供するよう適合されるメモリチップであって、前記無線リンクが回復す
るときに前記データの全体を送信し、又は、長時間のストレージを提供してそれをデータ
パケットにおいて送信するよう適合されるメモリチップを更に含むセンサモジュール。
【請求項１３】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記センサモジ
ュールは、測定閾値が超過されるときに測定距離の間隔を調整して前記超過に対応させる
ように適合され、例えば、より良い配置を可能にし、それにより、難しい測定を行うとき
により正確な距離を可能にする、センサモジュール。
【請求項１４】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、測定データを後
に誇張及び評価するために、前記センサモジュールを接続するインタフェースを更に含む
、センサモジュール。
【請求項１５】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、ボールに組み込
まれるセンサモジュール。
【請求項１６】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、ラケット／バッ
ト／クラブに組み込まれるセンサモジュール。
【請求項１７】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、靴底に組み込ま
れるセンサモジュール。
【請求項１８】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、ODPモジュール
に組み込まれるセンサモジュール。
【請求項１９】
　センサモジュール用の評価システムにおいて、
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールと、
　前記データを前記送信モジュールから受信する遠隔サーバと、を含み、前記サーバへ送
信される、ユーザの前記測定されたデータは、特定の時間枠内に前記サーバ内で要約及び
／又は評価される、評価システム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の評価システムにおいて、異なるセンサ及び測定装置からの時刻デー
タは、識別子をモジュールへ送信して送受信の時間を比較することによって、同期により
前記サーバ上で調整され、前記センサによって、前記実時間からの差を判定する、評価シ
ステム。
【請求項２１】
　請求項１９又は２０に記載の評価システムにおいて、前記遠隔サーバは前記センサモジ
ュールから受信された情報を直接格納及び／又は評価するよう適合される、評価システム
。
【請求項２２】
　請求項１９、２０又は２１に記載の評価システムにおいて、前記サーバは、前記ユーザ
のモバイル装置へ命令を送信するよう適合され、前記命令は、前記サーバ上に格納された
アルゴリズムによって、前記センサモジュールに特徴的な少なくとも１つの変数から算出
されたものである、評価システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、身体パラメータ用センサモジュールに関する。特に、それは身体パラメータ
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のためのセンサモジュールと、運動、動作及びその他のときのユーザの行動についての情
報を送信、受信及び格納するための方法とに関する。上記情報は様々な生体識別センサ、
GPSチップ、ジャイロメータ及びその他と、位置、速度、動作及び、少なくとも１つの状
態又は状態の変化を測定するその他の装置（測定）の少なくとも１つから判定される。当
該情報は次いで、測定装置に接続された無線チップによって送信される。複数の測定装置
は互いにネットワーク接続されず又は互いに接続されない。しかし、送信は、対応する装
置及び無線チップと測定装置とから１以上のサーバへ（好適にはモバイルインターネット
、電話データリンク又は他の無線リンクによって）直接実行される。
【背景技術】
【０００２】
　安価なセンサの出現及び向上と、演算能力を有する携帯電話（スマートフォンとして既
知）の使用が増加することとによって、ユーザによる自己観察（特に競技、ジョギング又
はランニング、ノルディックウォーキング及び他の種別のスポーツ（例えばウェイトトレ
ーニングの分野）におけるスポーツ種別の評価）に対する傾向が見られる。
【０００３】
　この傾向は更に、最近、いわゆるスマートウォッチ（時計（スポーツウォッチ）の小型
版）が出現したことで一層強まっている。これは特に、運動用であり、好適には手首に着
用可能である。これは、他のものの中でも、脈拍及び他の値を、統合されBluetoothを介
して頻繁に無線で接続されるセンサによって測定可能であり、例えばGPSチップによって
道筋を記録する。それらによって収集されたデータはスマートフォン内で、スマートウォ
ッチ内で、又は他のスポーツウォッチ内で即座に処理され、自己観察用に例えば走者（ラ
ンナー）にとって利用可能となる。更にそれらはインターネットを介してサーバ又はクラ
ウドへアップロードされ、そこで運動日記の一種としてそこに格納される。これにより、
ユーザのトレーニング達成状況が示される。
【０００４】
　最も普及している運動センサは脈拍モニタであり、これは現在、胸帯においてしばしば
運ばれる。しかしこれは既に、手首上にもあり、スマートウォッチ又はスポーツウォッチ
に組み入れられる。GPSチップと脈拍観察装置とを組合せることで、ランナーは例えば、
自身の現在の速度又は自身の過去の速度の範囲を視認可能である。ランナーの運動脈拍は
、頻繁に、即座に又は後のトレーニング分野において、自身のトレーニングを適合させる
。
【０００５】
　本開示のように、センサ及び他の測定装置（特にGPSチップ、ジャイロメータ）は、特
定のスポーツウォッチ内に既に組み入れられる。GPSチップはまた、スマートフォン内に
頻繁に存在し、ジャイロメータ及び他のセンサも同様である。特に、脈拍モニタは、しば
しば外部に付属される。接続は、いわゆるハンドシェーク処理によってしばしばなされる
。ここでは、センサは特定の情報を、Bluetoothを介して接続された装置による格納又は
処理のために、当該装置へ送信する。しかし、これは、時に重大な制約にぶつかる。
【０００６】
　運動及び他の生活様式の態様を観察する現在の方法及び最近５年程度で出現した方法は
、上述の通り、中央構造による制約を有する。
【０００７】
　１．センサから受信装置への接続の低エネルギー密度
　センサと受信装置（スマートフォン、スマートウォッチ、スポーツウォッチ）との間の
接続が、構造、電池及びシステムによって生じる低エネルギー密度によって失われる限り
、仮にセンサ自体が定期的に情報を伝達し続けても、観察は実行不可能である。というの
も、当該情報は接続が弱いことによって送信不可能だからである。
【０００８】
　２．受信装置において、制約された演算能力
　今日、埋め込まれた高品質演算チップにもかかわらず、スマートフォンが有する演算能
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力が制約されている。これによって、複雑な演算動作は実行不可能である。特に、複数接
続されたセンサが存在するときや、検出された値が互いに比較されなければならないとき
に該当する。
【０００９】
　３．複数のセンサ接続
　１を超えるセンサを受信装置に接続することは、しばしば技術的に不可能である。
【００１０】
　４．アプリケーション及びセンサが、不十分な範囲の運動種別にしか及ばないこと
　ユーザが、異なる測定を要求する様々な種別のスポーツを行う限り、彼はしばしば、多
くの観察装置を必要とする。というのも、測定と関連付けられた演算動作とは複雑だから
である。
【００１１】
　５．受信装置の欠点
　多くの装置を身体上で運ぶことは困難であり、重すぎる。このため、その場の運動能力
はしばしば記録されない。もし例えば走者が公園を通過して、自身の運動道具を持つとき
に、短距離を走ることをとっさに決定したとき、彼は適格なスポーツウォッチを運んでい
ないかもしれない。というのも、このことは事前に計画されていないからである。
【００１２】
　もし彼が例えば彼のスマートフォンを用いてスポーツ運動を記録することを決定したが
、スマートフォン用に正しくキャリーバッグ（いわゆる「ポーチ」）を荷造りしていない
とき、彼は自身の手でスマートフォンを運ぶか、記録をしないかの選択肢を提示される。
彼が転んだり、携帯電話が手から滑り出てしまうなら、携帯電話を手で運ぶことは危険で
ある。更に、携帯電話は汗に対して保護されていないことがあるので、汗が携帯電話に侵
入するかもしれない。
【００１３】
　６．受信装置へ、複雑な演算動作という負担をかけること
　特に、運動に必ずしも関連しない多くのプログラムが同時に駆動するとき、スマートフ
ォンはしばしば複雑な演算能力によって負担を受ける。したがって、もしユーザが、脈拍
を観察しつつ携帯電話のMP3機能を用いて音楽を聴くと同時にGPS機能をオンにしたいとき
、スマートフォンは即座に能力の上限に達し、潜在的に、部分的に又は完全に機能不全に
陥る。
【００１４】
　７．受信及び演算動作によって生じる電池の消耗
　受信装置の電池は、複雑な受信機能と演算動作とによって即座に消耗する。これによっ
てトレーニング運動は完全には記録されないし、最悪の場合、完了した活動からのデータ
が失われるかもしれない。
【００１５】
　８．異なるセンサ間の互換性（互換性欠如）
　異なるセンサ及び製造者間の相互互換性は、（産業の一部で）しばしば故意に又は意図
的に制約され、又は排除される。これによって、製造者の独立性が保護される。仮にスマ
ートフォン自体がBluetooth又はWLANチャネルの多くを開けたとしても、しばしば異なる
製造者からの２つのセンサは同一の受信装置へ接続されないし、データ送信もされない。
【００１６】
　９．異なるシステムを比較することが可能な一律なものが存在しないこと。
　最後に、比較のための一律のプラットフォームが存在しない。このため、ユーザはしば
しば、１つの種別のスポーツに特定のスポーツウォッチで捕捉された１つのトレーンング
運動についての情報を、他の測定装置（これは例えば同一の製造者によって製造されない
）によって判定された情報と組み合わせることができない。
【００１７】
　定義
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　GSMチップ：好適にはモバイルインターネット、電話データリンク又は、任意の周波数
範囲での他の無線リンク（したがって、光、レーザ光又は赤外線）によって、サーバへの
接続を確立可能な任意のチップ又他の電子装置であって、しばしばHDSPA/H/G/3G　LTEネ
ットワークを介しての他の周波数での送信や、規制当局、緊急サービス及び軍に対し予約
された他の無線周波数上での送信を確立可能なもの。GSMとの名称は、標準アプリケーシ
ョンは通常の携帯電話ネットワークによって実行可能であることを示す。
【００１８】
　モジュール：測定装置とGSMチップとの組合せであって、好適には再充電可能な電池に
関連する送信を制御及び実行する複合物。したがって、測定装置xxxは、本方法にしたが
って電池及び無線チップの両方と共に動作し、常にxxxモジュールとの名称を有する。
【００１９】
　サーバ：好適にはモバイルインターネット接続又は無線リンクを介してモジュールへ接
続される専用サーバ又はいわゆるクラウド。
【００２０】
　GPS：テレマティックのための任意の衛星支援測位システム、したがって、現在のGPS（
米国）、GLONAS（GUS）及びGalileo（欧州）であるが、GPRS、GSM測位及びLORAN等を介し
た地球上測位システムであってよい。
【発明の概要】
【００２１】
　本開示は、身体パラメータ用センサモジュールに関する。モジュールは好適には、デー
タを遠隔サーバへ送信するよう排他的に適合される。有効状態にてセンサは、捕捉された
データを、レシーバがデータを使用可能な否かを知ること無く所定の間隔で送信する。
【００２２】
　好適な実施形態では、身体パラメータ用センサモジュールが提供され、これはユーザの
身体上で運ばれるよう適合される。これは、少なくとも１つのパラメータを測定する少な
くとも１つのセンサを含み、対応するセンサデータを生成する。当該身体パラメータ用セ
ンサモジュールはまた、センサに接続され適合される送信モジュールを含み、センサデー
タをセンサから受信し、それを遠隔サーバへ直接送信する。
【００２３】
　好適な実施形態では、センサモジュールは、スポーツ装置又はスポーツ機器に組み入れ
られ又は動物に取付けられるように適合可能であり、少なくとも１つのパラメータを測定
する少なくとも１つのセンサを含んで、対応するセンサデータを生成する。当該センサモ
ジュールはセンサに接続され適合される１つの送信モジュールを含み、センサデータをセ
ンサから受信してそれを遠隔サーバへ直接送信する。
【００２４】
　好適な実施形態では、身体パラメータ用センサモジュールは遠隔サーバ又は任意の他の
ソースから情報を受信及び／又は処理することができない。
【００２５】
　好適な実施形態では、送信モジュールは更に、ユーザのユーザ識別子を遠隔サーバへ送
信する。このユーザ識別子は、モジュールがPCに接続されているときに例えば適切なソフ
トウェアによってユーザによって設定されてよいし、又は、ユーザが登録処理を行うとき
に識別子が当該ユーザへ割当て可能であれば、モジュールにおいて元々特定されてよい。
【００２６】
　好適な実施形態では、少なくとも１つのセンサはECGセンサ、血圧センサ、血糖センサ
、SpO2センサ、加速度センサ、位置センサ及び体温計を含む群から選択される。
【００２７】
　好適な実施形態では、送信モジュールは少なくとも１つのモバイル通信標準を用いるよ
う適合され、センサデータを遠隔サーバへ送信する。このときモバイル通信標準は好適に
は、公衆無線ネットワーク標準、地域モバイルネットワーク標準、GSM、GPRS、Edge　UMT
S、HSDPA、HSPA+、LTE及びLTE　advancedを含む群から選択される。
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【００２８】
　好適な実施形態では、送信モジュールは片方向の送信システムである。
【００２９】
　好適な実施形態では、身体パラメータ用センサモジュールは情報を送信するようにのみ
設計され、クエリ又は命令を受信するようには設計されない。
【００３０】
　好適な実施形態では、送信モジュールは少なくとも１つの短距離無線周波数を用いるよ
う適合される。短距離無線周波数は好適には、Bluetooth、IEEE802.11及びIEEE802.11　a
、ac、ad、b、g、h又はnを含む群から選択される通信標準に対応する。
【００３１】
　好適な実施形態では、身体パラメータ用センサモジュールは更に、エネルギー（電力）
を送信モジュールとセンサとへ供給する電池を含み、センサデータを格納するよう適合さ
れるメモリモジュールを含む。このことは、電池の電力が非常に弱く、送信モジュールへ
十分なエネルギーを供給できないときに好適である。したがって、本実施形態では、少な
くとも１つのモジュールが、電池はもはや、送信モジュールの機能を維持するための十分
な電力を提供できないという事実や、電池がそのレベルの容量に近付いているという事実
を検出する。このことはまた、身体パラメータ用センサモジュールにおいて提供される余
分のプロセッサ又は類似物によって検出可能である。測定モジュールからのデータはメモ
リユニットへその後送信され、そこで格納される。メモリユニットは不揮発メモリである
。
【００３２】
　好適な実施形態では、サーバへ送信される測定データは更に、少なくとも一のユーザに
対し、装置識別子と、個人識別子と及び／又は時刻識別子とを含む。
【００３３】
　好適な実施形態では、もし短時間の無線リンク及び／又は電力供給が失敗するとき、身
体パラメータ用センサモジュールは更に、暫定ストレージを提供するよう構成されるメモ
リチップを含む。当該メモリチップは、無線リンクが回復するときにデータ全体を送信す
るよう適合され、又は長時間のストレージを提供してそれをデータパケットにおいて送信
するよう適合されてよい。
【００３４】
　好適な実施形態では、センサモジュールは、測定閾値を超えるときに測定距離の間隔を
調整してその超過に対応させるように適合されてよい。これにより例えば、より良い配置
が可能であり、したがって、難しい測定を行うときにより正確な距離をとることが可能で
ある。
【００３５】
　好適な実施形態では、身体パラメータ用センサモジュールは更に、後の利用と測定デー
タの評価とのために、身体パラメータ用センサモジュールを接続するためのインタフェー
スを含む。
【００３６】
　好適な実施形態では、センサモジュールは球（ボール）に組み込まれる。
【００３７】
　好適な実施形態では、センサモジュールはクラブ／ラケット／バットに組み込まれる。
【００３８】
　好適な実施形態では、センサモジュール靴底に組み込まれる。
【００３９】
　好適な実施形態では、センサモジュールはODPモジュールに組み込まれる。
【００４０】
　本発明は更に、身体パラメータ用センサモジュールのための評価システムを提供する。
これは、上記によるセンサモジュールと、送信モジュールからのデータが受信される遠隔
サーバとを含む。サーバへ送信されるユーザの測定データは、所定の時間枠内でサーバに
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おいて要約及び／又は評価される。
【００４１】
　好適な実施形態では、異なるセンサ及び測定装置からのタイミングデータは、識別子を
モジュールへ送信して送受信時間を比較することによって、同期によりサーバ上で調整さ
れる。これにより、センサによって、実時間からの差が検出される。
【００４２】
　好適な実施形態では、遠隔サーバは身体パラメータ用センサモジュールから受信された
情報を直接格納及び／又は評価するよう適合される。
【００４３】
　好適な実施形態では、サーバは命令をユーザのモバイル装置へ送信する。当該モバイル
装置は、身体パラメータ用センサモジュールの少なくとも１つの特徴変数から、サーバ上
に格納されたアルゴリズムによって判定されたものである。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　スポーツ中、動作中及び休憩中のユーザの行動についての情報を送信、受信及び格納す
るための方法が開示される。上記情報は様々な生体識別センサ、GPSチップ、ジャイロメ
ータ及びその他と、位置、速度、動作及び、少なくとも１つの状態又は状態変化を測定す
るその他の装置（測定装置）の少なくとも１つから判定される。当該情報は次いで、測定
装置に接続された少なくとも１つの無線チップによって送信される。複数の測定装置は互
いにネットワーク接続されず又は互いに接続されない。しかし、送信は、それぞれの装置
及び無線チップと測定装置とから１以上のサーバへ（好適にはモバイルインターネット、
電話データリンク又は他の無線リンクによって）直接実行される。
【００４５】
　本開示の方法で受信されるデータの時刻を調整する方法と、捕捉、送信及び格納された
データのその後の又は同時の評価並びに更なる処理についての方法が開示される。
【００４６】
　センサの状態を変更する方法は、サーバによって又は測定装置に統合されたアルゴリズ
ムによって開始される。ユーザの直接情報につき、サーバから受信装置へ命令を返す方法
は、好適には、モバイル無線リンクを有するヘッドフォン又は他のマイクロフォン（レシ
ーバモジュール）によって実行され、又はスマートフォン又は携帯電話によって実行され
る。
【００４７】
　様々な測定装置についての開示：切替モジュール及び靴底への測定装置の埋め込みにつ
いて開示はまた、スポーツ中に使用されるゴルフ、テニス及びその他における、ラケット
並びに補助器具、ボール及びその他の投球装置において、動作についての選択肢を有する
。これらは、スポーツ種別の規則に応じて、ユーザの領域を残す。
【００４８】
　様々な切替モジュールと測定モジュールとの組合せや、複合モジュールとして、ただ１
つの無線チップを有する多くの測定部の組合せが開示される。
【００４９】
　スポーツ種別及びユーザの動作を認識するためのGPSモジュール及びジャイロメータの
場合は特に、アルゴリズムは、サーバ及び／又はハードウェア自身から、測定間隔を変更
する。
【００５０】
　モータースポーツにおいて「動作データ提供」（以下、ODPと省略）モジュールが関係
する。ODPはデータに対して多くのインタフェースを定義する。当該データは動作データ
又はマスタデータ（属性、テキスト又は階層）として分類される。一旦実装されると、イ
ンタフェースは、報告、分析及びマスデータの分析のために、データへアクセスすること
を可能にする。
【００５１】
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　スポーツスタジオ（「ジム」）における既存の装置（装置は自身の読出し部を有する）
を、上記の方法により、サーバへオンラインで直接的に、又は、送信パスを有するカード
リーダモジュールによって間接的に接続する方法が開示される。
【００５２】
　好適には建物内でモジュールが使用され又は使用可能な場合には特に、WiFi接続による
省電力方法が開示される。また、GPSモジュール及び潜在的には切替モジュールとの組合
せで説明される手法では、ドローンを用いる方法が開示される。
【００５３】
　A)データフロー
　１．測定装置の遮断と、サーバへの値の送信
　測定装置は標準送信装置（しばしばスマートフォン、スマートウォッチ又はスポーツウ
ォッチ）から分離される。測定値は別々であり（すなわち、装置間での通信及び他の接続
は存在しない）、無線リンク（好適にはモバイルインターネット、電話データリンク又は
任意の周波数範囲での他の無線リンクであり、また、光、レーザ、赤外線及び他の周波数
での送信を介する）によってサーバへ送信される。サーバにてそれらは即座に格納され、
次いで同時に又はその後に共に処理される。
【００５４】
　２．演算機能の移転
　複雑な演算能力を可能にするために、すべての演算動作は、同時かその後かにかかわら
ず、携帯装置からサーバへ移転される。
【００５５】
　３．全体機能
　もし測定データ及び装置識別子（送信時刻を含む）が測定装置からサーバへ上記の方法
で別々に送信されれば、このデータは装置識別子から、又は、個人識別番号の直接送信に
よって、少なくとも１つのユーザへ割り当てられてよい。
【００５６】
　評価が同時に行われるかその後に行われるかにかかわらず、ユーザへ割り当てられた値
は、特定の時間枠内で要約される。それらから、アルゴリズムに格納された任意の種別の
算出が実行されてよい。
【００５７】
　この方法で算出された情報は、受信装置へ返信されてよく（後述）、即座に適用するた
めに、ユーザ又は１以上の第三者へ通信されてよい。
【００５８】
　例：もし単一の測定データ（脈拍数及び装置識別子）（送信時刻を含む）が測定装置（
脈拍ベルト）からサーバへ上記の方法で送信されれば、このデータは装置識別子から、又
は個人識別番号の送信によって、少なくとも１つのユーザへ直接割り当てられてよい。同
じことが、測定されたGPS位置にも適用される。このことは、それが直接送出されるか、
スマートフォン上のアプリケーションから別々に送信されるかにかかわらない。更なるセ
ンサ及び更なる測定装置が同一の方法で情報を送信してよい。
【００５９】
　評価が同時に行われるかその後に行われるかにかかわらず、ユーザへ割り当てられた値
は、特定の時間枠内で要約される。それらから、アルゴリズムに格納された任意の種別の
算出が実行されてよい。
【００６０】
　この情報は、受信装置によって、サーバからユーザ又は第三者へ転送されてよい。
【００６１】
　例：開示される方法による演算動作は、GPSデータと脈拍データとの組合せであってよ
い。そこから、高さ、走行距離及び速度がそれぞれ提示され、脈拍データに対して比較さ
れる。トレーニング運動が完全に又は部分的に特定の速度で実行されることが記録可能で
ある。もし非常に速い又は遅い心拍数が、送信されたデータ（ここでGPSデータは脈拍と
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比較される）から検出されれば、あるいは、記録された２つのGPS位置間の距離から算出
される速度から、非常に速い又は遅い速度が検出されれば、上記の方法で確認される情報
は、受信装置へ返信されてよい（下記）し、ユーザ又は１以上の第三者（トレーナー、ト
レーニングパートナー、判定者、又は即座の適用及び情報についての他の者）へ通信され
てよい。これによって、人物がどのように競技（例えばクロスカントリーランニング）を
進行しているかを知ることができ、又は、（もし脱水又は転倒が検出されるときに）救急
支援を送ることができる。
【００６２】
　B)ハードウェア
　上記の内容に次のものを追加：
　１．GPSモジュール（この種別のハードウェアは、本開示の方法が無くても、米国の警
察で使用される、脚に対する電子的な抑制物や、アルツハイマー患者のジオフェンシング
に既に適用可能である。）
　２．ジャイロメータモジュール
　３．脈拍モジュール
【００６３】
　現在考えられるモジュールは次の通り：
　４．SpO2モジュール（血液と酸素との浸透についての測定及び送信）
　５．糖尿病／CGM（継続的なブドウ糖の観察）モジュール
　６．少なくとも適切なリアルタイムにて合理的な値を測定可能な任意の他のセンサ及び
測定装置（当該値は人物の状態又は状態変化を直接又は間接的に記述）
【００６４】
　更なる詳細は次の通り：
　７．Bluetoothモジュール
　８．WiFiモジュール
　９．切替モジュール
　１０．カメラモジュール
　１１．もし運動又は他の実行について記述される結論を出せるのであれば、モジュール
はまた、対象又は動物に取付け可能である。
　例：振る舞いを認識するために又は馬による転倒を認識するための、馬への付属物は、
モータースポーツでの車に埋め込まれる。狐狩りにおける、猟犬及び馬のためのGPSモジ
ュール。乗馬者上の１つのジャイロメータモジュールと、馬上の１つのジャイロメータモ
ジュールとを有する２つのモジュールを組合せて、乗馬者と動物との間の協働についての
結論を導く。
　１２．本開示の全てのハードウェアモジュールは、再充電可能な電池を提供されてよい
し及び提供されるべきであり、これにより可能な限り単純に動作させる。
　１３．a)もし、典型的に予想される動作が十分な電力を生成して、継続的動作を維持す
るのであれば、あるいは少なくとも機能部ごとの動作寿命を延ばすのであれば、再充電可
能な電池を有する全てのモジュールは、電池を充電する充電部へ接続されてよい。
　b)この充電動作自体はまた、モジュール又は周期を開始させてよい。
【００６５】
　上記１について。GPSモジュールはGPSチップをGSMチップへ接続し、これはモジュール
の位置を、頻繁な間隔で識別子と共に送信する。
【００６６】
　上記２について。ジャイロメータモジュールは、特にユーザの身体上で運ばれていると
き、モジュールの加速度及び／又は位置を、接続されたGSMチップによって送信する。
【００６７】
　例：例えばバレエやテニスにおいて怪我を防ぐために、激しい動作を認識し、動作の結
果を識別し改善する。
【００６８】
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　上記３について。脈拍センサは、身体上の脈拍ベルト、リストバンド又はスマートウォ
ッチに組み込まれているか否かや身体に埋め込まれているか否かにかかわらず、GSMチッ
プへ接続され、脈拍又は、単純（いわゆる１／３ポイントダイアグラム）若しくは包括的
なECG（いわゆる６／７ポイントダイアグラム）を、無線チップを介して送信する。
【００６９】
　上記７について。Bluetoothモジュールによって、センサから又は上記方法において使
用されるGSMに搭載されていない測定装置から、接続がなされる。
【００７０】
　上記８について。a)WiFiモジュール：標準
　同じことが測定装置内のWiFiモジュールにも適用される。これは通常、標準送信装置か
らWiFiを介する接続を確立する。これによって上記方法における使用がなされる。
【００７１】
　例：段を登るような動作を模倣した静止装置（例えば今日のジムにおいて流行している
ランニングマシン（treadmill））や、ボート漕ぎ装置や、自転車を模倣したいわゆる回
転車輪はしばしば、装置の動作から、関連する成績を判定する。これはたまに、それ自身
のシステムにおいて変換され、また、あたかも当該成績が屋外で生成されたかのように距
離を近似する。時として、固定装置のアルゴリズムを用いて（すなわち、体重と大きさに
ついての入力による支援により）、更なる評価が実行されてよい。例えばカロリーについ
ての評価はトレーニング運動中に使用される。次いでこれらの装置を上記のシステムに接
続可能にするために、（ほとんどの場合固定の屋内スポーツ機器が関わるので）トレーニ
ング結果は統合GSMチップを介して又はWLAN接続若しくは、個人識別子によって他のイン
ターネット接続を介して直接サーバにアップロードされてよい。当該個人識別子はユーザ
が入力すべきものであり、又は、WiFiモジュールにおいて登録されるものである。
【００７２】
　ここでユーザは測定装置（当該装置はしばしば機器に組み込まれる）から自由に値を送
信してよいし、又は、自身の脈拍データを別々に自身の脈拍モジュールから送信してよい
。情報の各々はサーバ上で組み合わされる。もし装置識別子及びそこで確認された値は、
WLANを介してサーバへ集合的に送信されれば、又はそのデータがユーザから別々にしかし
同時に送信されれば、共に使用されてよい。
【００７３】
　b)チップ読み取りモジュール
　古いモジュール（これはデータをチップ上に又はユーザに属するRFIDカード上に格納す
る）が関わる稀な場合、カードが挿入される外部装置が開示されてよいし、そこに格納さ
れるデータは好適には時刻及び識別子と共にサーバへ送信されてよい。この場合、時刻を
同期するための下記のアルゴリズムはしばしば機能しない。したがって、順序の最初を認
識するか否かや、他の送信データを用いてそれをその後に同期するかは、ユーザ次第であ
る。
【００７４】
　上記９について。切替モジュール（すなわち、GSMチップへ接続されるスイッチ）によ
って、ユーザはスイッチの状態に応じて状態を確立し又は報告することができる。典型的
には、0=off、1=on、又は、連続クリック又はスイッチ種別に応じて0、1、2・・・のよう
な値である。
【００７５】
　例：トレーニング又はトレーニング運動の最初又は最後や、トレーナー又はトレーニン
グアルゴリズムへの要求
【００７６】
　上記１０について。カメラモジュールが使用されてよい。これによりユーザは走行中に
又は他のスポーツ中にトレーナーによって観察される。サーバを介してユーザへフィード
バックが与えられる。
【００７７】
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　拡張機能
　A)ハードウェア
　１．中間又は永続ストレージへメモリチップを組み込む。
　メモリチップは、無線リンクの短期的故障中に、データの中間ストレージのために、ま
た、無線リンクが回復したときにそれ全体を送信するために、モジュールに組み込まれて
よい。
【００７８】
　メモリチップは同一形式で組み込まれてよい。これにより長期又は永続データが格納さ
れる。
【００７９】
　２．装置による多くの測定物の累積的送信
　省電力のために及び電話ネットワーク／インターネットへの永続的接続を防止するため
に、測定と送信との間の間隔は、その２つが異なるように設定されてよい。
【００８０】
　例えばノルディックウォーキングでは、GPS信号を１５～９０秒毎に確認すれば十分で
あるが、この集合データフローを送信するのは２～５分毎で十分である。
【００８１】
　３．多数者のために測定装置を１つ用いる
　同一の測定装置を異なる人物のために使用してよい。これによって他の測定装置のスイ
ッチは切られてよいし、省電力モードに設定されてよい。
【００８２】
　歩行集団においては、GPSモジュールにて、多くの人物がおよそ同一速度で歩行してい
ることを検出可能である。いくつかのGPSモジュールはしたがって、より広い間隔で信号
を検索する。
【００８３】
　もしいくつかの時点で信号が異なれば、全てのモジュールは再び通常モードへ設定され
てよい。
【００８４】
　４．追加WiFiチップを取り付ける
　省電力のために、とりわけジム等の建物内で頻繁に行われるスポーツ中に、WLANモジュ
ールが追加されてよい。これは、インターネットに対する承認された接続が存在するとき
にGSM送信を切り、代わりに、WLANによってサーバへ送信する。このことは、データ料金
を頻繁に節約し、時としてより迅速に行われてよい。
【００８５】
　５．異なるサーバへのデータ送信
　識別子を提供し、データを１つのサーバに送信して格納する代わりに、また、当該識別
子を測定装置に割り当てる代わりに、データを異なるサーバ（エントリサーバ）上に送信
して格納可能である。次いでデータは完全に又は部分的に、更なる処理のために算出サー
バへ転送されてよい。算出サーバは次いでエントリサーバへ、受信されたデータについて
問い合わせてよい。
【００８６】
　これによって、特に、サーバ上での処理時間が節約され、より少ないデータトラフィッ
クで送信速度が速くなる。というのも、測定装置の識別子は既に間接的に、交信中のサー
バ内に保持されているからである。
【００８７】
　B)モジュール間の相互作用
　本開示の方法では、２以上のモジュールが共に動作してよい。これによって次の少なく
とも１つのことがなされる。
【００８８】
　１．少なくとも２つのモジュールからサーバへ送信されるデータは、１つのアルゴリズ
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ムで相互に処理される。
【００８９】
　２．１つのアルゴリズムは、１又多くの測定装置又はセンサからの１又多くのデータセ
ットを用いて算出を行い、また、有意義な後の処理のために、以前に送信されたデータセ
ットを取り入れて次いでそれらを処理して、情報目的で接続させる。
【００９０】
　３．１又多くのモジュールからの１又多くのデータセットを処理した後、情報をレシー
バモジュールへ送信する。
【００９１】
　このことは、時刻の同期が下記の通り生じる場合にのみ可能である。
【００９２】
　例：まずユーザが自身と共にGPSモジュール（すなわち、GPSチップ、電池、及びデータ
送信のためにGSMチップ）を運ぶ場合を説明する。当該モジュールは検出された位置をサ
ーバへ、所定の間隔で又は継続的に送信する。ユーザはその後、これらの値をインターネ
ットで視認し、タイミング、重畳マップを用いた位置、又は数式から算出された速度を識
別する。２つの固定点間の距離は２点間の時間差で除される。これが速度である。ここか
ら、ユーザは、自身が走行を始めた地点とそれを終了した点とを確認可能である。このセ
グメントは次いで、トレーニングセッションとして定義されてよい。
【００９３】
　もしユーザが現在、GPSモジュールと脈拍モジュールとの間の相互作用の形式で利用可
能なデータを有すれば、ユーザはまた、自身の脈拍の変化から、自身が連続的トレーニン
グをどこで開始したかや、どこでそれを終了したかを確認可能である。ユーザは捕捉され
たデータを組合せて、自身のトレーニング成績についてのより正確な結果を取得すること
ができる。当該結果は、距離、速度及び脈拍についてのデータによって定義される。
【００９４】
　上記３について。a)ユーザへ同時フィードバックを提供するために：
　・受信信号の再生を行うのに十分な通常の携帯電話（この場合スマートフォンでなくて
よい）の拡声器と、
・ヘッドフォンモジュールの拡声器と、
・いくつかの他の特定の拡声モジュール、又は、無線リンクを介してレシーバ装置に取り
付けられた拡声器とは、
　ユーザにとって情報を聴覚的に利用格納にするために使用可能である。このとき、反対
に、当該情報はサーバからレシーバ装置へ又はレシーバモジュールへ送信されて、レシー
バモジュールで保存される。
【００９５】
　b)同じことは、スマートウォッチ、スマートフォン、LCD又はLEDディスプレイ又は他の
画像提示装置上のディスプレイによる視覚的フィードバックにも適用される。
【００９６】
　c)　aa)本開示のヘッドフォンモジュールと、視覚的フィードバックのためのモジュー
ルとはまた、本発明の修正例で使用されてよく、サーバによって人々の間で接続を確立し
てよい。
【００９７】
　この場合、本開示のレシーバ装置はレシーバの一部上の拡声器又は拡声モジュールとし
て十分である。送信器の一部上では、拡声器を有するか有さないかにかかわらず、（拡声
器を有する又は有さない）マイクロフォンが取り付けられる必要がある。
【００９８】
　一実施形態では、マイクロフォンは両側に接続されてよい。
【００９９】
　bb)視覚的フィードバックのために、入力部（キーボード又はタッチディスプレイ）は
、送信器側に組み込まれる必要がある。
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【０１００】
　一修正例では、キーボード又はタッチディスプレイは両側に接続されてよい。
【０１０１】
　例：トレーナー又は判定者は、命令をプレイヤ又はトレーニングパートナーへサーバ経
由で送信してよい。
【０１０２】
　d)サーバを介在させることによって、単純な携帯電話を用いることで、互いに通信する
ことができる。これによりモバイルネットワークへの接続が確立される。この目的のため
に、好適には、レシーバ装置は送信される文字列によって発呼される。
【０１０３】
　e)本発明の一実施形態では、永続的に送信を行うマイクロフォンモジュールは発信音（
トーン）をサーバへ送信可能である。格納されたアルゴリズムに応じて、もし特定のピー
ク値（「呼び鈴」）や、特定の発信音の連続（「赤ちゃんの鳴き声」）又は一様の発信音
（「赤ちゃん用電話」）がある場合は、この発信音は、少なくとも１つの拡声モジュール
を構成するレシーバ部へ転送されてよい。これにより特に、ユーザは、自身の家事に対す
る聴覚的制御を行うことができる。
【０１０４】
　C)複合モジュール
　下記の記載において、測定装置xxx及びyyyは、本開示の方法にしたがって、電池及び無
線チップと協働し、常にxxx、yyyモジュールとの名称を有する。複合モジュールは少なく
とも２つの測定装置を１つのモジュールへ統合した統合物として理解される。
【０１０５】
　多くの測定装置（その各々はGSMチップを有する）がサーバへ接続されるか否かや、１
つのGPSチップのみを有する多くの測定装置がモジュールへ接続されるか否かは無関係で
ある。
【０１０６】
　特定の種別のスポーツにとって特に意味を有する組合せがしばしば存在してよい。
【０１０７】
　非常に小さな無線ブリッジを避けるために、測定装置はしばしば、より大きくより重い
測定装置に組み込まれてよい。
【０１０８】
　例：下記のGPSと脈拍センサとの組合せは、ランニングスポーツ及びサイクリング並び
に距離を進む他の屋外活動に理想的である。位置チップは好適には脈拍ベルトに組み込ま
れる。
【０１０９】
　本発明の拡張機能として、互いに有用に組み合わされてよい２以上のセンサはGSMチッ
プと接続される。この場合、モジュール、チップ又はユーザ識別子と共に、GSMチップは
また、省略版の識別子によって分離される文字列において連続的にせよ、互いに分離され
るにせよ、又は、情報の一片が互いに分離して間隔で到達するにせよ、２つの信号を送信
する。
【０１１０】
　１．モジュール内の測定装置間での直接接続
　本発明の修正例では、測定装置は互いに接続される。これにより一方の機能部は他方を
開始し又はその状態を変更する。このとき開始又は変更の一連（シーケンス）は、２つの
測定装置間で直接生じる。代替的に当該一連は、本開示の方法にしたがって、サーバから
の信号によって開始され又は変更されてよい。
【０１１１】
　２．GPS－脈拍モジュール
　GPS－脈拍モジュールにとって、脈拍及び配置間隔は同一であり又は異なる。
【０１１２】
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　位置と脈拍とのモジュールは、ランニングにとって完璧な組合せである。
【０１１３】
　３．カメラ－切替モジュール
　カメラ及びスイッチにより、カメラが開始すること又は連続駆動するカメラは即座にサ
ーバへの送信を始め、又は特定の時間の後にメモリに一時的に格納される情報を遡及的に
送信することが確実になってよい。カメラを切り替えるのと同様、スイッチを押下するこ
とはまた、サーバに認識される他のアルゴリズムを開始してよい。
【０１１４】
　例：トレーナーと交信して、何か良いことをどのようにするかについての助言を得る。
ゴルフでティーからボールを打ち出すための、開始－終了機能。
【０１１５】
　４．カメラ－ジャイロメータモジュール
　特に転倒の場面において、カメラとジャイロメータとの組合せによって、カメラが開始
され及び／又は送信が類似の方法で開始されてよい。ここで、開始処理の一連は、ジャイ
ロメータからカメラへ、又はジャイロメータからサーバへ生じる。サーバはカメラを開始
する。
【０１１６】
　この組合せは、特に危険な種別のスポーツ（例えば障害飛越競技）や、特別に発達した
肉体を要求する種別のスポーツ（例えば柔道又はゴルフ）向けのものである。ここでは、
俊敏な動きや転倒がある場合に特に、地面の安全性についての追跡調査又はユーザの技術
を向上するための調査が要求される。
【０１１７】
　５．カメラ－光センサモジュール
　ユーザの通常の行動はカメラ－光センサモジュールによって観察されてよい。これは、
記録を制御する。
【０１１８】
　例：狩猟スポーツにおいては、黄昏時の最初の狩猟者の行動。日々の生活では、内部に
搭載されたカメラ／光センサモジュールを有する冷蔵庫の扉を開く行為。例えば荷物が航
空会社へ渡されるとき又はホテルにあるときにカバンが盗難されることを防ぐ。カメラは
、開かれてその後光が入来することで有効になり、これによって承認又は不承認の開く者
の顔は即座に送信される。よって、刑事手続への道が開かれる。
【０１１９】
　C)有用なアルゴリズム
　１．同期
　１人のユーザへ割り当てられる様々なセンサデータを要約するために、センサは同期さ
れる必要がある。センサは互いに通信しない。よって、まるで、他のセンサがあることを
認識しない。情報が到達するサーバは、識別子を同一のGSMチップへ定期的な間隔で送信
して応答を待機しなければならない。したがって、送信時刻と応答時刻とを用いて、セン
サによって実際の時刻からの差が検出される。それは、受信時刻と応答時刻との両方を知
っているので、サーバは算出によって時刻の単位を追加又は削除してよく、全てのセンサ
を同期させる（いわゆる、二重又は「平行四辺形同期」）。
【０１２０】
　例：もしGPSモジュールが脈拍モジュールと共に用いられると、同期アルゴリズムによ
って情報が生成され、重複する。このため、トレーニング運動に対するより正確な観察が
実行される。
【０１２１】
　２．ユーザの位置に応じて、スポーツ種別を事前設定
　ユーザのスポーツ種別はしばしば特定の位置で実行されるので（例えば特定の公園での
ランニング、道路上でのサイクリング、ウェイトトレーニング、屋内でのスカッシュ又は
回転）、GPSによって判定された位置情報が取得され、この領域で検出されるスポーツ種
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別が自動的に特定のスポーツ種別から導かれる。
【０１２２】
　同様に、既知の種別の動作を用いることによって、また、サーバ上の加速度及び／又は
ジャイロメータモジュールを用いることによって、スポーツ種別がアルゴリズムにより割
り当てられてよい。
【０１２３】
　したがって、もしスカッシュがジムで提供されてジャイロメータ又は加速度計が跳躍（
ジャンプ）動作のパターンを送信すれば、サーバはそれから、スカッシュ等の試合を推定
可能である。
【０１２４】
　３．速度変化のためのアルゴリズム
　典型的には、省電力のために、２つの位置間の間隔は概して、１分から２分に設定され
る。
【０１２５】
　下記のアルゴリズムは、本開示のような単一の送信があるか否かにかかわらず適用され
てよいし、スポーツ機器（例えばスポーツウォッチやスマートフォン若しくはスマートウ
ォッチ上で駆動するアプリケーション）による他の検出があるか否かにかかわらず適用さ
れてよい。
【０１２６】
　ユーザは事前に、長い間隔の代わりに、もし特定の判定速度が超過されれば、間隔を減
じることを判定してよい。これにより、難しい測定を行うときに、より良い配置とより正
確な距離とを実現することができる。
【０１２７】
　したがって、速度が５から８km／時を超えるとき、ユーザは走行していると想定される
。したがって、より短い間隔が選択されてよい。もし彼が例えば典型的には13-18km／時
を超えるとき、他の種別のスポーツが想定される。それはしばしばサイクリングである。
いくつかの実施形態では、他の間隔又は他の標準間隔が使用されてよい。更なる速度（例
えば50km／時）を超えると、ユーザは原動機付装置にいると想定される。また、他の間隔
又は標準間隔が使用されてよい。
【０１２８】
　４．サーバによる状態変更
　格納されたアルゴリズムによって、サーバが、モジュールの状態を変更する理由がある
と検出するとき、サーバは変更要求をそれぞれのモジュールへ送信してよく、また、待機
モードを開始可能なセンサへ送信してよい。あるいは当該サーバは、待機モード（すなわ
ち、受信準備完了だが送信不能）にあるモジュールを駆動して、状態を「待機」から「有
効」へ再設定してよい（「眠れる森の美女設定」）。
【０１２９】
　したがって、例えばユーザの脈拍の加速が検出されれば、サーバは他のセンサに、より
正確に、より速く送信すること又は送信を開始することを命令してよい。もし上記の切替
モジュールが動作していれば、これは状態変更についての格納された一続き（シーケンス
）に接続されてよい。スイッチは次のようにコーディングされてよい。すなわち、２回押
下することが、アルゴリズム内に格納された、ユーザの異なるセンサについての対応する
特定の状態でランニング運動を開始することを意味するようなコーディングである。この
送信は、ユーザが、格納され自身に割り当てられたセンサ及びモジュールを有するか否か
とは独立して生じてよい。同時に、任意の論理ファイルを送信不可能なモジュールはスイ
ッチを切られてよいし、又は待機モードに設定されてよい。
【０１３０】
　５．セルデータの比較
　多くのモジュールが矛盾したデータを伝送していないことを確実にするために、ユーザ
のモジュールが位置するセル識別子は比較されてよい。もしユーザに属する決定的な成績
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（これはモジュール上で記録されサーバへ送信される）があれば、当該サーバは、GPS及
び／又は無線セル識別子を用いて、どのセンサがユーザによって運ばれどのセンサがそう
でないかを比較及び判定してよい。
【０１３１】
　例：もしユーザがトレーニング靴の対を、自身が運転中の車内に有するときや、ユーザ
がジムにて重しを持ち上げているとき、彼の脈拍モジュール及び／又は彼が着用中の靴の
無線セル識別子は、２つのモジュールが近接することを報告する。一方で車内のトレーニ
ング靴は何らの有意義な値を伝達せず、したがって、それは秘匿され又は削除されてよい
。
【０１３２】
　６．動作パターンの認識
　異なるスポーツ種別はしばしば特定の動作パターンを有する。よって、ユーザによって
確立され又は維持されるデータベースによって、送信されたジャイロメータ及び／又は加
速度計データがどの動作パターンに属するかが検出されてよい。このように、対応するス
ポーツが格納され、異なるセンサ及び異なるセンサモジュールの状態は、スイッチを入れ
られ、上記のように適宜変更されてよい。
【０１３３】
　７．スマートフォン／スマートウォッチ又はスポーツウォッチへの接続を有する既存の
スポーツ装置の使用
　遡及的な誇張と評価につきしばしばデータをUSB、Bluetooth又は他の無線若しくは有線
接続を介してインターネットへ送信するスポーツ装置（これはスマートウォッチ、スマー
トウォッチ又はスポーツウォッチを介在させることによってほとんどの場合提供される）
については、このデータはユーザの識別子と共にサーバへ生で送信され、終端装置に実装
されるプログラムによって必ずしも処理されずに、サーバで処理される。
【０１３４】
　D)特定のスポーツ種別についてのハードウェアの特定バージョン
　１．モジュールをボールに統合する
　現在まで、センサモジュールはユーザによって運ばれるというのが常識的な想定である
。ボールに関するスポーツ種別（特に投球スポーツ（円盤、ボール、槍投げ及び砲丸投げ
）や、フットボール、クリケット、テニス、ゴルフ）においては、ユーザとボールとの間
の距離は、スポーツ種別の特徴により、しばしば広がる。提案される方法としては、モジ
ュール（例えばジャイロメータモジュール、加速度モジュール及び／又はGPSモジュール
、これらのうち少なくとも２つの組合せ）はボールに挿入されて、ボール又は投球装置に
ついての値を送信する。
【０１３５】
　これらの値はユーザの値ではなく、彼のスポーツ種別に属する。したがって、GPSモジ
ュールが（例えばジャイロメータ、加速度計、振動センサモジュールと組合せて）ゴルフ
ボールに組み込まれるとき、特定のティーオフ（ティーからの打ち出し）が特定の時刻に
行われることや、初回、２回目、３回目・・・のインパクトでどれほど多くの距離（メー
トル）を飛ぶかや、ボールが結果的にどれほど遠くに転がりどこで止まるかを測定するこ
とができる。
【０１３６】
　２．ラケット／バット／クラブ内にモジュールを組み込む
　ジャイロメータモジュールはまた、ラケット／バット／クラブ（特にテニスラケット、
クリケットバット、ゴルフクラブ）に内蔵されて、カメラで外部的に画像を撮像すること
無く、動作を遡及的に再現してよい。トレーニングの目的を追求することは興味深い。し
たがって、ゴルフのスイングでは、動作が平面上の輪又は楕円曲線のように行われるか否
かは重要である。このことは現在、高速度（ハイスピード）の外部カメラを用いて高額で
行われている。
【０１３７】
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　これを上記のゴルフボールモジュールと組合せることによって、両方の動作が要約可能
である。すなわち、ゴルフクラブの動作及び関連速度と、ボールの距離及び飛行経路とか
らデータが格納される。
【０１３８】
　a)ゴルフスポーツにとって下記のことは興味深い：
　・スイングの開始及び終了又はティーからボールまでの距離を識別するための切替モジ
ュールを有するGPSモジュールと、
・更に、ゴルフクラブへ加速度モジュールとGPS加速度モジュールの組合せとを埋め込み
、ゴルフボールへ加速度モジュール及び／又はGPSモジュールを別々に又は組合せて組み
込む。
【０１３９】
　本開示の、最も単純なバージョンのGPSと切替モジュールにおいて、ユーザはティーオ
フにてスイッチを動作させてよい。これにより測定された位置が送信される（ティーオフ
）。その後ユーザは、ボールが止まった位置に歩行し、そこでスイッチを再び入れる（ボ
ールは止まっている）。これによってショットの距離を測定可能である。
【０１４０】
　加速度モジュールが組み込まれるとき、インパクト動作（特にインパクトの力）と動作
の一続きとが描かれる。GPS加速度モジュールが組み込まれるとき、加速度計は上述のス
イッチに取って代わって使用されてよい。したがって、各ショットは加速度計において、
高速に測定可能である。これにより後に、開始から着地／転がり、そして停止まで、サー
バ上でのGPS追跡が行われる結果になる。
【０１４１】
　これはまた、異なるクラブに多くのモジュールを組み合わせることによって生じる。こ
のため、同一のクラブが使用される必要はない。むしろ、クラブ内又はボール内の加速度
計によってインパクトが検出可能なときに、追跡は常に生じる。
【０１４２】
　b)GPSがテニスラケットに組み込まれるとき、２回のインパクト間のそれぞれの距離は
測定可能である。これにより試合中のユーザの成績を判定可能である。もし加速度計又は
ジャイロメータがGPSと共に組み込まれれば、インパクトの力と速度とが測定可能である
。上記の通り、インパクト後のボールの速度はまた、ラケット及びボールに組み込まれた
加速度計及び／又はGPSモジュールによって測定され送信されることができる。
【０１４３】
　３．モジュールを靴底に挿入する
　a)靴底（特にスポーツ靴の靴底）の製造後又は製造中、モジュール（特にGPS、ジャイ
ロメータ及び加速度モジュール又はこれら３つのうち少なくとも２つの組合せ）が組み込
まれてよい。
【０１４４】
　この挿入により、ユーザは、全ての靴がこれらのモジュールを利用可能に有する限り、
トレーニング運動と彼の日常の歩行とが任意のときに記録されることを確信することにな
る。
【０１４５】
　したがって、彼は、スポーツ活動を日中既に行っているときに、突然ランニング運動を
始めてもよい。このとき、そのことは、特段注意されていなくてもよいし、潜在的には忘
れられていてもよい。
【０１４６】
　b)本開示の拡張機能として、再充電可能な電池が組み込まれてよい。
【０１４７】
　c)本開示の拡張機能として、再充電可能な電池が組み込まれてよい。これは、充電モジ
ュールによって充電される。当該充電モジュール自体は、ユーザの動作から電力を与えら
れる。もしモジュールが活発な動作を伴う方法で使用されるなら、その動作は電池を充電
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するのに使用されてよい。
【０１４８】
　c)内蔵された測定装置の１つによるにせよ、充電部自体による（すなわち、突然の動作
によって作成される基準線電圧による）にせよ、開始－終了機能が動作モジュールによっ
て組み込まれてよい。というのも、動作は、スポーツ又は注目に値する動作に、等しく対
応することが想定されるからである。
【０１４９】
　d)開始－終了機能はまた、他のモジュールにおいて原則として有用であるし、それらに
付加されてよい。
【０１５０】
　e)本開示の方法の観点でモジュールを安全に使用するために期待された動作が十分な電
力を伝送する限り、充電機能はまた、他のモジュールにおいて有用である。再充電可能な
電池を組み込むことによって、モジュールの動作寿命は延長され、同時に、そのユーザフ
レンドリー性を向上する。したがって、外部からの充電は無くてもよい。
【０１５１】
　４．モータースポーツのためのODPモジュールと、モータ駆動する車両及び自転車の使
用
　モータ駆動車両への接続は、ODPモジュールによって実現される。これは特に、そのよ
うなモータ駆動車両で実行されるスポーツにとってのものである。この場合の理想的な組
合せは、ODPモジュールと加速度計である。
【０１５２】
　例：レーシングカー又はモーターバイクはでは、モーターバイク上のジャイロメータ及
び／又は加速度モジュールによって、ユーザがモーターバイクをどのように制御するかを
検出可能である。
【０１５３】
　同じことは、ODPと他のインタフェースとのどちらによって接続されようが、電池駆動
車両、マウンテンバイク及び他のそのような自転車への接続についても当てはまる。
【０１５４】
　５．ユーザの身体上で運ばれるGPSモジュールと共に、ドローンを用いる
　自身のランニング姿勢を確認するために連続的に又は周期的に自身の活動を観察したい
ユーザは、本開示のGPSモジュールを介して継続的に自身の位置を送信してよい。この位
置はドローンによって、またGPS追跡によって使用可能である。これにより、カメラを、
ユーザから数メートルの位置から当該ユーザへ向けることができ、彼を記録し、及び／又
は写真をサーバへ送信することができる。この写真は後に、サーバから検索され又は（ユ
ーザの又は第三者の）送信装置へ、視覚的再生を伴って同時に送信されてよい。転倒の場
合、又はマニュアルにしたがって、ドローンはまた、本開示の切替モジュールによって、
当該ドローンによって運ばれる物資（水又は救急処置セット）を落としてよい。
【０１５５】
　実施例
　ここで、本開示の中心的な態様の例示的リストが開示される。それらは、本質的には本
発明の理解をより容易にするのに役立つが、読み手によって限定的に理解されてはならな
い。
【０１５６】
　本発明の一態様は、いわば測定装置を単一のレシーバ装置から切り離し、測定値を無線
リンク（好適にはモバイルインターネット、電話データリンク又は任意の周波数範囲での
他の無線リンクであり、光、レーザ、赤外線及び他の周波数での送信を介する）によって
サーバへ単一に送信する。当該測定値はそこで格納され、同時に又は後に、共に処理され
る。
【０１５７】
　本発明の一態様は方法（すなわち、同時又はその後に全てのコンピューティング動作を



(20) JP 2018-537138 A 2018.12.20

10

20

30

40

50

１つのサーバ上に送信すること）に関する。
【０１５８】
　本発明の一態様は方法（すなわち、サーバに送信される測定値及び装置識別子（又は送
信時刻を含む個人識別番号）を少なくとも１つのユーザに割り当てること）に関する。
【０１５９】
　本発明の一態様は方法（すなわち、特定の時間枠内にユーザに割り当てられた値を集合
すること）に関する。
【０１６０】
　本発明の一態様は方法（すなわち、上記のように送信されたデータに対し、アルゴリズ
ムによってサーバ上に格納されたコンピューティング動作を実行すること）に関する。
【０１６１】
　本発明の一態様は方法（すなわち、上記のように確認された情報をレシーバ部へ返信す
ること）に関する。
【０１６２】
　本発明の一態様は方法（すなわち、上記のモジュールを対象又は動物に取り付け、スポ
ーツ又は他の日々の成績を評価すること）に関する。
【０１６３】
　本発明の一態様は、好適には本発明の上記態様による、GOSチップとサーバへの無線送
信用チップとを構成するGPSモジュールに関する。
【０１６４】
　本発明の一態様は、上記態様の方法による、ジャイロメータチップとサーバへの無線送
信用チップとを構成するジャイロメータモジュールに関する。
【０１６５】
　本発明の一態様は、上記態様の方法による、脈拍測定装置とサーバへの無線送信用チッ
プとを構成する脈拍モジュールに関する。
【０１６６】
　本発明の一態様は、上記態様の方法による、SpO2=血液－酸素センサとサーバへの無線
送信用チップとを構成するSpO2モジュールに関する。
【０１６７】
　本発明の一態様は、上記態様の方法による、糖尿病測定装置とサーバへの無線送信用チ
ップとを構成する糖尿病／CGM（継続グルコース観察）モジュールに関する
【０１６８】
　本発明の一態様は、センサを有するモジュールに関する。当該モジュールは少なくとも
略リアルタイムで有用な値を測定する。この値は直接又は間接的に、状態又は人物の状態
変化を記述する。当該モジュールは、上記態様を有する方法により、センサとサーバへの
送信用チップとを構成する。
【０１６９】
　本発明の一態様は、他の測定装置を有するモジュールに関する。当該モジュールは少な
くとも略リアルタイムで有用な値を測定する。この値は直接又は間接的に、状態又は人物
の状態変化を記述する。当該モジュールは、上記態様を有する方法により、センサとサー
バへの送信用チップとを構成する。
【０１７０】
　本発明の一態様は、上記態様を有する方法による、Bluetoothレシーバと、サーバへの
無線送信用チップとを構成するBluetoothモジュールに関する。当該Bluetoothモジュール
は、センサと、Bluetooth送信器（これは元来、上記方法を意図していない）と共に提供
される測定装置とを接続する。
【０１７１】
　本発明の一態様は、上記態様を有する方法による、WLANレシーバと、サーバへの無線送
信用チップとを構成するWiFi/WLANモジュールに関する。当該WiFi/WLANモジュールは、セ
ンサと、WLAN（これは元来、上記方法を意図していない）と共に提供される測定装置とを
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接続する。
【０１７２】
　本発明の一態様は、上記態様を有する方法による。レシーバと、サーバへの省電力送信
用のチップとを構成するWiFi/WLANモジュールに関する。当該モジュールは特に、WLAN接
続を有する部屋内の装置のためのものである。
【０１７３】
　本発明の一態様は、上記態様を有する方法による、電子マニュアルスイッチ（「スイッ
チ」）とサーバへの送信用チップとを構成する切替モジュールに関する。
【０１７４】
　本発明の一態様は、上記態様を有する方法による、カメラとサーバへの無線送信用チッ
プとを構成するカメラモジュールに関する。
【０１７５】
　本発明の一態様は、上記態様において開示されるモジュール内への再充電可能な電池の
取り付けに関する。
【０１７６】
　本発明の一態様は上記のモジュール用の充電部に関する。これは、モジュールの動作か
ら電力を取得し、再充電可能な電池に供給する。
【０１７７】
　本発明の一態様はこの動作についての開始－終了機能に関する。
【０１７８】
　本発明の一態様は上記モジュール内へのメモリの組み込みに関する。これにより、無線
リンクの短期的故障の場合にデータの中間ストレージが可能であり、また、無線リンクが
回復したときにデータ全体を送信することができる。
【０１７９】
　本発明の一態様は上記モジュールへのメモリチップの組み込みに関する。これによりデ
ータの長期記憶が可能である。
【０１８０】
　本発明の一態様は、上記態様の方法において、測定と送信との間に異なる間隔を設定す
ることに関する。
【０１８１】
　本発明の一態様は異なる人々に対し上記のように測定装置を用いることと、他の測定装
置のスイッチを切ってそれらを低電力消費状態に移行させることに関する。
【０１８２】
　本発明の一態様はWiFi/WLANチップを上記モジュールへ追加することと、WLANを介した
インターネットへの接続が承認されるときに、GSM送信を切ることとに関する。
【０１８３】
　本発明の一態様は上記の方法に関する。しかしそこでは、データは、ただ１つのサーバ
ではなく異なるサーバへ送信される。
【０１８４】
　本発明の一態様は上記の方法に関する。そこでは、データは完全に又は部分的に、後の
処理のために算出サーバに転送される。
【０１８５】
　本発明の一態様は上記の方法に関する。そこでは算出サーバは、入力されたデータをエ
ントリサーバから検索する。
【０１８６】
　本発明の一態様は上記の２以上のモジュールを協働させることに関する。そこでは、少
なくとも２つのモジュールによってサーバへ送信されるデータはアルゴリズムにおいて相
互に処理される。
【０１８７】
　本発明の一態様は上記の２以上のモジュールを協働させることに関する。算出は、１以
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上の測定装置又はセンサについての１以上のデータセットから、アルゴリズムによって実
行される。
【０１８８】
　本発明の一態様は上記の通り、既に送信されたデータセットを取り入れることに関する
。これにより、有益な方法でそれらを処理し又は併合することができる。
【０１８９】
　本発明の一態様は、上記の１以上のモジュールの１以上のデータセットを処理した後に
、情報をレシーバモジュールへ送信することに関する。
【０１９０】
　本発明の一態様は通常の携帯電話の拡声器と、ヘッドフォンモジュールと、又はスマー
トフォン、スマートウォッチ又は特定の拡声モジュールに組み込まれた拡声器とによって
ユーザへフィードバックを行うことに関する。
【０１９１】
　本発明の一態様は、受信装置に組み込まれた拡声器への無線リンクによるフィードバッ
クに関する。
【０１９２】
　本発明の一態様は上記の情報を、スマートウォッチ、スマートフォン、LCD若しくはLED
ディスプレイ、又は画像提示装置によって、視覚的に再生することに関する。
【０１９３】
　本発明の一態様は上記の拡声器によって、又は上記の視覚的再生のためのモジュールに
よって、２人の間で接続を確立することに関する。
【０１９４】
　本発明の一態様はマイクロフォンの接続に関する。
【０１９５】
　本発明の一態様はキーボード又はタッチディスプレイを、上記のようにモジュールへ接
続することに関する。
【０１９６】
　本発明の一態様は、上記の方法による、サーバの介在による２つの装置間での通信に関
する。
【０１９７】
　本発明の一態様は、上記の通り、サーバへ永続的に送信を行うマイクロフォンモジュー
ルに関する。
【０１９８】
　本発明の一態様は、上記の開示による、少なくとも２つの測定装置及び／又はセンサの
組合せに関する。
【０１９９】
　本発明の一態様は、上記の組合せによる、一方の測定装置から他方の測定装置への接続
に関する。そこでは、一方の機能部は他方を開始し又はその状態を変更し、当該開始又は
変更の一続き（シーケンス）は、２つの測定装置間で直接行われる。
【０２００】
　本発明の一態様は上記の組合せにより、本開示の方法によるサーバからの信号によって
、機能部内の一続きを開始又は変更することに関する。
【０２０１】
　本発明の一態様は、上記開示により、GPDチップを脈拍モニタへ接続することに関する
。
【０２０２】
　本発明の一態様は、上記開示により、カメラをスイッチへ接続することに関する。
【０２０３】
　本発明の一態様は、上記開示による、カメラとジャイロメータモジュールとの組合せに
関する。
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【０２０４】
　本発明の一態様は、上記開示による、カメラと光センサモジュールとの組合せに関する
。これは記録を制御する。したがって、ユーザの通常の行動は観察可能である。
【０２０５】
　本発明の一態様は、上記開示により、識別子をモジュールに送信して送信－返信時刻を
比較することによる同期によって、サーバ上で、異なるセンサ測定装置のタイミングデー
タを調整することに関する。これによりサーバにより、実時間からの差を算出可能である
。
【０２０６】
　本発明の一態様は、上記開示による、既知の位置にしたがったスポーツ種別の事前設定
に関する。
【０２０７】
　本発明の一態様はサーバ上の、加速度計及び／又はジャイロメータモジュールの値から
、アルゴリズムによってスポーツ種別を認識することに関する。当該アルゴリズムは上記
開示による動作についての既知の方法を利用する。
【０２０８】
　本発明の一態様は事前設定に関する。そこでは、特定の判定された速度を超えるときに
長期の間隔を採用するのではない。代わりに、難しい測定を行うときに、この速度が検出
されたか否かにかかわらず、上記の方法又は異なる形式によって２つの測定間の間隔を減
じて、より良い配置及びより正確な距離を可能にする。
【０２０９】
　本発明の一態様は、上記開示により、モジュールの状態を変更する要求を、関連するモ
ジュールへ送信することに関する。
【０２１０】
　本発明の一態様はユーザの送信モジュールのセル識別子を比較して、矛盾するデータを
防止することに関する。
【０２１１】
　本発明の一態様は、ジャイロメータ及び／又は加速度計による、データベースを用いた
、異なるスポーツ種別の動作パターンの認識に関する。これは一般に又はユーザによって
、慎重に確立され及び／又は判定される。本発明の一態様はまた、上記開示による、異な
るセンサモジュールのスイッチをいれること及び状態を変更することに関する。
【０２１２】
　本発明の一態様は、USB、Bluetooth、又は他の無線若しくは有線接続を介した過去の再
生と評価とのために、上記方法により識別子を装置に送信することによって、データを頻
繁に送信するスポーツ装置をインターネットへ接続することに関する。
【０２１３】
　本発明の一態様は、上記開示により、測定装置とセンサモジュールとをボールに組み込
むことに関する。
【０２１４】
　本発明の一態様は、上記開示により、測定装置とセンサモジュールとをラケット／バッ
ト／クラブに組み込むことに関する。
【０２１５】
　本発明の一態様は、上記開示により、測定装置とセンサモジュールとを靴底に組み込む
ことに関する。
【０２１６】
　本発明の一態様は、上記開示により、測定装置とセンサモジュールとをODPモジュール
に組み込むことに関する。
【０２１７】
　本発明の一態様はGPSモジュールを、カメラを備えるドローンと相互作用させることに
関する。当該ドローンはGPSデータをサーバから取得し、ユーザを所定の距離から記録す



(24) JP 2018-537138 A 2018.12.20

る。
【手続補正書】
【提出日】平成29年1月30日(2017.1.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体パラメータを測定するためのセンサモジュールにおいて、
　少なくとも１つのパラメータを測定して対応するセンサデータを生成する少なくとも１
つのセンサと、
　前記センサに接続及び適合されて、前記センサデータを前記センサから取得し、それを
遠隔サーバへ直接送信する送信モジュールと、
　無線リンク及び／又は電力供給における短時間の故障があるときに、前記センサデータ
用の暫定ストレージを提供するよう適合されるメモリチップであって、前記無線リンクが
回復するときに前記センサデータの全体を送信し、又は、長時間のストレージを提供して
それをデータパケットにおいて送信するよう適合されるメモリチップと、
　を含むセンサモジュール。
【請求項２】
　請求項１に記載のセンサモジュールにおいて、ユーザの身体上で運ばれるよう設計され
、及び／又は、スポーツ装置若しくはスポーツ機器に組み込まれるように若しくは動物に
取り付けられるように適合された、センサモジュール。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のセンサモジュールにおいて、前記遠隔サーバ又は任意の他のソ
ースからの情報を受信又は処理することができない、センサモジュール。
【請求項４】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記送信モジュ
ールは更に、ユーザのユーザ識別子を前記遠隔サーバへ送信する、センサモジュール。
【請求項５】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記少なくとも
１つのセンサは、ECGセンサ、血圧センサ、血糖センサ、SpO2センサ、加速度センサ、位
置センサ及び体温計を含む群から選択される、センサモジュール。
【請求項６】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記送信モジュ
ールは、少なくとも１つのモバイル通信標準を用いるよう適合され、前記センサデータを
前記遠隔サーバへ送信し、前記モバイル通信標準は好適には、公衆無線ネットワーク標準
、地域モバイルネットワーク標準、GSM、GPRS、Edge　UMTS、HSDPA、HSPA+、LTE及びLTE
　advancedを含む群から選択される、センサデータ。
【請求項７】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記送信モジュ
ールは片方向の送信システムである、センサモジュール。
【請求項８】
　請求項７に記載のセンサモジュールにおいて、情報を送信するためだけに設計され、ク
エリ又は命令を受信するように設計されない、センサモジュール。
【請求項９】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記送信モジュ
ールは少なくとも１つの短距離無線周波数を用いるよう適合され、前記短距離無線周波数
は好適には、Bluetooth、IEEE802.11及びIEEE802.11a、ac、ad、b、g、h又はnを含む群か
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ら選択される通信標準に対応する、センサモジュール。
【請求項１０】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、
　電力を前記送信モジュール及び前記センサへ供給する電池と、
　前記電池の電力が非常に弱く前記送信モジュールへ十分な電力を供給できないときに前
記センサデータを格納するように適合されるメモリモジュールと、
　を更に含むセンサモジュール。
【請求項１１】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記サーバへ送
信される前記測定されたデータは更に、少なくとも１人のユーザにつき、装置識別子、個
人識別子、及び／又は、時刻識別子を含む、センサモジュール。
【請求項１２】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、前記センサモジ
ュールは、測定閾値が超過されるときに測定距離の間隔を調整して前記超過に対応させる
ように適合され、例えば、より良い配置を可能にし、それにより、難しい測定を行うとき
により正確な距離を可能にする、センサモジュール。
【請求項１３】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、測定データを後
に誇張及び評価するために、前記センサモジュールを接続するインタフェースを更に含む
、センサモジュール。
【請求項１４】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、ボールに組み込
まれるセンサモジュール。
【請求項１５】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、ラケット／バッ
ト／クラブに組み込まれるセンサモジュール。
【請求項１６】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、靴底に組み込ま
れるセンサモジュール。
【請求項１７】
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールにおいて、ODPモジュール
に組み込まれるセンサモジュール。
【請求項１８】
　センサモジュール用の評価システムにおいて、
　先行する請求項の少なくとも１つに記載のセンサモジュールと、
　前記データを前記送信モジュールから受信する遠隔サーバと、を含み、前記サーバへ送
信される、ユーザの前記測定されたデータは、特定の時間枠内に前記サーバ内で要約及び
／又は評価される、評価システム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の評価システムにおいて、異なるセンサ及び測定装置からのタイミン
グデータは、識別子をモジュールへ送信して送受信の時間を比較することによって、同期
により前記サーバ上で調整され、前記センサによって、前記実時間からの差を判定する、
評価システム。
【請求項２０】
　請求項１８又は１９に記載の評価システムにおいて、前記遠隔サーバは前記センサモジ
ュールから受信された情報を直接格納及び／又は評価するよう適合される、評価システム
。
【請求項２１】
　請求項１８、１９又は２０に記載の評価システムにおいて、前記サーバは、前記ユーザ
のモバイル装置へ命令を送信するよう適合され、前記命令は、前記サーバ上に格納された
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アルゴリズムによって、前記センサモジュールに特徴的な少なくとも１つの変数から算出
されたものである、評価システム。
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